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 あらまし 少子高齢化社会を迎える中で，障がい者に対する人的な支援には限界があるため，自助努力で豊か

な生活を送るための補助となる器具や機器の開発は不可欠である．本研究所では平成18年度より，総合的に肢体

不自由者を支援することが可能な，比較的狭い日本の住居で使用することを考慮した，コンパクトで安価なマニ

ピュレータ付き高機能電動車いすの開発に着手している．本稿では，昨年度に実施した意見収集結果に基づき，

残された課題を解決すべく，機能を拡張する改良設計を実施し，試作機によりその有効性を確認した結果を報告

する．また，国際的な安全の考え方として今後必須と考えられる，リスクアセスメントによるリスク低減を行っ

たので，このプロセスおよび結果について報告する． 
 キーワード 軽量マニピュレータ，電動車いす，リスクアセスメント 

 
 

１．はじめに 

岐阜県では，福祉の充実を図るために，岐阜県障がい

者支援プランを策定し，これに基づいて障がい者の支援

を実施している．これによると，少子高齢化社会を迎え

る中で，障がい者に対する人的な支援には限界があるた

め，自助努力で豊かな生活を送るための，補助となる器

具や機器は不可欠であり，その開発ならびに利用の促進

が求められている． 
そこで本研究所では，平成18年度より㈱今仙技術研究

所および早稲田大学と共同し，身体障がい者の

QOL(Quality Of Life:生活の質)を大幅に向上させる高機

能電動車いすの研究開発に着手している．この電動車い

すは，肢体不自由者の上肢による作業を支援するための

軽量で安全なマニピュレータと，電動車いす，マニピュ

レータおよび家電製品などを統合的に扱う多機能指示端

末を具備することを特徴としている．本年度からは，

（財）テクノエイド協会から助成を受け，製品化のため

の改良に取り組んでいる． 
本稿では，昨年度に実施した意見収集結果に基づき残

された課題を解決すべく，機能を拡張する改良設計を実

施し，試作機によりその有効性を確認した結果を報告す

ると共に，国際的な安全の考え方として今後必須と考え

られる，リスクアセスメントによるリスク低減を行った

ので，このプロセスおよび結果について報告する． 

２．マニピュレータの改良 

 表１に，昨年度に収集し整理したマニピュレータに関

する意見要望結果を示す．意見１～４を受け改良した結

果については，昨年度に報告[1]しているので参照された

い．本稿では意見５～７を受け，主にロボットハンドの

改良と，自動収納機能を付加した結果について報告する．

なお，意見８に対しては，共同研究機関の早稲田大学が

検討を進めている． 
２．１ 紙などを容易に拾えるロボットハンドの指構造

と把持方法（特許出願中） 
意見５～６を受け，大掛かりな装置あるいは複雑な制

御を加えることなく，ハンド自身の形状等を工夫するこ

とにより，紙等の薄いものやエレベータ等のボタンを取

り扱えるように，新たにロボットハンドを設計した．次

節以下に基本原理および適用例を示す． 

表１ マニピュレータに関する意見・要望 

多く聞かれた意見・要望

1 前輪とマニピュレータが干渉して床までハンドが下りないと困る

2 マニピュレータが近すぎて、挟み込みそうで怖い

3 飲物を飲むなら、もっと上まであがる必要がある

4 エレベータのボタンを押したい

5 床に落ちた紙を拾いたい

6 机上の封筒や紙を動かす作業にも使いたい

7
マニピュレータが車いすへ移乗する際に邪魔にならないか。移乗はスライド
ボードやリフトで行うが、障がい者の生活様式を考えて検討してほしい

8 手先にピッチ軸関節があったほうが、かごの物を取る時などは便利
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２．１．１ 基本原理 
 図１に紙を拾う基本原理を示す．図１では，ロボット

ハンドの指先のみを抽象的に示しており，例えば図２に

のようにロボットハンドの先端に具備し機能を発揮する．

上部が斜視図，下部が側面図で，左から右に時系列に把

持する様子を示している．指先Ｂで紙を上部から押さえ

つけた後，凹曲面を持つ指先Ａの方へ物体を滑らせて，

指先Ａの腹まですくい上げて把持をする．これを可能と

するために，指先Ａの先端下部を，床と密着し物体がす

くい上がることが可能な凹曲面を持つ形状とし，摩擦係

数の小さい材料で形成し，もう一方の指先Ｂの先端下部

を，対となる指の先端の曲率とほぼ同じ凸曲面を有する

形状とし，物体を押さえつけて摩擦力により物体を移動

させることが可能な摩擦係数の大きい弾性材料で形成し

ている．これにより，紙等の薄いものを傷や折り目を付

けることなく把持することが可能であり，またクリップ

等の小さくなおかつ端面が曲面であるために滑りやすい

物でも，接触面積が大きい向きに変えて把持できるため，

安定して把持することが可能である．なお，曲率半径を

可変パラメータとしたモックアップによる基礎実験で，

すくい上がり，なおかつ実装の面で大き過ぎないという

観点から，曲面の曲率半径は15mm程度が適当であった． 

２．１．２ グリッパー式ロボットハンドへの適用１ 
図２はグリッパー式のロボットハンドの指先に前節

の原理を適用したハンドの組立図である．指Ａの先端下

部に低摩擦で凹曲面を持つ指先Ａを，指Ｂの先端下部に

高摩擦で凸曲面を持つ指先Ｂを配しており，紙や小物を

拾う際に使用する．また，ハンド先端の前方を円弧とす

ることにより，エレベータ等のボタンを押しやすい形状

とした．ハンド先端の前方部分は人にも接触しやすい部

分であるため，円弧形状にしたことにより安全性も確保

できる．両指を樹脂（ポリアセタール）で形成し，指Ｂ

にのみアクリル・ウレタン・ゴムの共重合発泡体のシー

トを貼り付けることにより，低摩擦な指先Ａ，高摩擦な

指先Ｂを実現した．このロボットハンドを試作し，基本

性能を確認した結果を図３に示す．意見４～６にある紙

やエレベータのボタンを扱えることを確認した．また，

本ハンドは１つのモータで駆動し，簡単な構造であるに

もかかわらず，ペットボトルや筆記用具など，生活空間

で使用する様々な物を扱うことが可能である． 

２．１．３ グリッパー式ロボットハンドへの適用２ 
前節で適用したロボットハンドの指先Ａは，通常，変

形しないため，床が傾斜していたり凹凸があったりする

場合に，床面に密着せず，薄い物がすくえない問題が生

じていた．また，先端に鉛直で平らな部分が少ないため，

ハンド先端で細い物を持つ場合もやや困難であった．そ

こで図４に示すように，指先Ａを弾性体（ゴム）に置き

換えて新たにロボットハンドに適用した．この指先Ａが

床面に接すると変形し，おおよそ曲率半径が15mm程度に

なるように形状を設計した． 

一般的に，ゴムは摩擦係数が高いが，指先Ａは上述の

通り低摩擦である必要がある．そこで今回，材料として
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指先Ｂ

紙

床

 
図１ 基本原理 

この部分で紙や
クリップ等を拾う

この部分で
大きい物を
掴む

この部分で
ボタンを押す

この部分で
細い物を持つ

今回の改良により
可能になった作業

この部分で紙や
クリップ等を拾う

この部分で
大きい物を
掴む

この部分で
ボタンを押す

この部分で
細い物を持つ

今回の改良により
可能になった作業

図３ 基本性能の検証 

図４ グリッパー式ロボットハンドへの適用２ 

 

図２ グリッパー式ロボットハンドへの適用１ 
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ウレタンゴムを用いて指先Ａを形成（シェア硬度Ａは６

０程度）し，その上から表面処理をし，低摩擦化するこ

とを検討した．表面処理は別々に３種類行い，生活空間

で代表的な床面と考えられるコーティングされた床と絨

毯の上で，床に押し付けた時と同程度の鉛直荷重をかけ

つつ水平方向にバネ秤により引張り，最大静止摩擦係数

を測定した．表面処理の種類ならびに測定結果を表２に

示す．表面処理③のフッ素樹脂をベースにした表面処理

が，本試験中では最も低摩擦化できることが分かった． 

次に床面に接触させて，凹状の曲面を保ったまま滑ら

せることが可能かどうか試験を行った．図５左に示すよ

うに，凹状の曲面を保ったまま滑る場合は成功（○）と

し，図５右に示すように，逆側に反り返ってしまった場

合は失敗(×)とした．結果を表３に示す．表２の結果と

照らし合わせると，最大静止摩擦係数が0.46以下であれ

ば，所望の動作が実現できている．また，コーディング

された床，絨毯ともに成功したのは，表面処理③のみで

あり，試作機にはこの表面処理を適用することにした． 

２．２ 自動収納機能 
 表１の意見７を受け，利用者がベッド等から移乗する

際に，マニピュレータを自動的に邪魔にならない位置に

収納する機能を備えることにした． 
これを実現するためには各軸の絶対位置を取得する必

要があるが，これまで水平軸についてはコントローラ内

蔵サーボモータの機能により取得できたが，上下方向に

ついてはセンサを装備していないため，取得できなかっ

た．今回，図６に示すように，水平方向のアームの根元

部分にあたるスライドガイド部分に２個のリミットスイ

ッチＡとＢを設けた．リミットスイッチＡについては，

収納位置に対して上部にあるか下部にあるか判断するた

めのドッグＡを上部に設け，リミットスイッチＢについ

ては，上下の限界位置を判断するドッグＢ（本来はもっ

と離れた位置にあるが，説明の便宜上，図中では近距離

に表示）を設けた．これにより，収納位置ならびに上下

の限界位置を，２個のリミットスイッチのON-OFF信号

により取得し，制御することが可能になる．本装置を試

作機に実装し，収納機能を確認した．なお，ドッグは簡

単に付け替えができるので，ベット位置などの環境に応

じて，収納位置を微調整することが可能である． 
 

３．リスクアセスメントによるリスク低減 

３．１ 国際安全規格 
ＩＳＯ／ＩＥＣガイド５１により国際的な安全に対す

る考え方が示されており，ＷＴＯ／ＴＢＴ協定により国

内規格（ＪＩＳ等）もこれに準拠して改定が進んでいる．

図７に，機械類に関する国際安全規格の体系を示す．全

ての機械類で共通に利用できる基本概念，設計原則を扱

うＡ規格を基本に，広範囲の機械類で利用できるような

安全，又は安全装置を扱うＢ規格を組み合わせ，必要に

応じて項目を追加・修正し，特定の機械に対して詳細な

安全要件を規定するＣ規格が定められている．我々の開

表２ 表面処理の種類と最大静止摩擦係数 

表面処理 ① ② ③

メーカー名 ㈱ユニックス ㈱ダイゾー ㈱ダイゾー

製品名 ＵＮＹ１ ＮＴＢＸ－Ｗ１３９ ＮＴＢＸ－１４０Ｋ

塗料の主成分 ウレタン シリコンオイル フッ素樹脂

床 1.86 0.86 0.43
絨毯 1.43 0.46 0.43

表３ 滑り試験結果 

表面処理 ① ② ③

床 × × ○
絨毯 × ○ ○

 
図５ 滑り試験の成功／失敗写真 

図６ リミットスイッチとドッグ 
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ＩＳＯ／ＩＥＣガイド５１

ＩＳＯ：機械系 ＩＥＣ：電気系

Ａ

基本安全規格
全ての規格類で共通に利用できる
基本概念,設計原則を扱う規格

インタロック規格
ガードシステム規格
システム安全規格
安全関連部品規格
安全距離規格
突然の起動防止規格
両手操作制御装置規格
マットセンサ規格
階段類の規格

(ISO 14119)
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(ISO 13849-1)
(ISO 13849-2)
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Ｂ
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特定の機械に対する詳細な安全要件を規定する規格

製品例 ： 工作機械，産業用ロボット，鍛圧機械，無人搬送車，
化学プラント，輸送機械など
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(ISO 14121)

設計のための基本概念，
一般原則 (ISO 12100）

Ｃ
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ガードシステム規格
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Ｂ
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図７ 機械類に関する国際安全規格の体系 
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発している電動車いす搭載用のマニピュレータも含め，

人と同じ生活空間で作業するサービスロボットに関して

は，現在，Ｃ規格は定められていない．経済産業省が平

成19年7月に次世代ロボット安全性確保ガイドラインを

策定しており，各団体が協力し，具体的な規格作成作業

を進めている段階である． 
３．２ リスクアセスメントおよびリスク低減 
 前述のとおりＣ規格は定められていないので，今回は

Ａ，Ｂ規格および類似する機械を参考にリスクアセスメ

ントおよびリスク低減を行った．具体的な手順を図８に

示す．リスクアセスメントおよびリスク低減は，

ISO14121 (JIS B9702[2])およびISO12100 (JIS B9700[3])によ

り実施した．電動車いす本体はJIS T9203[4]に準拠した標

準品を使用するため、リスクアセスメントはマニピュレ

ータと複合する部分のみ考慮した．図８中※１について

は，図９に示すようにマトリクス法により実施した．図

８中※２については，米国のように合理的代替設計基準

（RAD:Reasonable Alternative Design）が日本にはないの

で，今回は独自に判断した．今後は判断基準や安全認証

機関等の整備が待たれ，これにより実施すべきである． 
 安全技術は技術ノウハウにあたるため，共同研究契約

上，すべては公開できないが，具体的に実施したリスク

アセスメントおよびリスク低減策を一覧表にまとめた結

果の一部分を図１０に示す．元々，低出力でも駆動でき

るような機構にするなど本質的な安全設計をしていると

考えていたが，それでも28箇所の危険源を同定し，その

内半分にあたる14箇所は許容できないリスクレベルであ

ることが分かった．これに対し，新たな保護方策を講じ

ることにより，すべての危険源が許容レベル範囲内に収

めることができる見通しを得た． 

４．まとめ 

 機能を拡張する改良設計を実施し，試作機によりその

有効性を確認した．またリスクアセスメントによるリス

ク低減を行った結果について報告した．今後は，共同企

業が中心となり製品化に向けた開発が進められるので，

しっかりと技術支援をしていく予定である． 
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図８ リスクアセスメントおよびリスク低減の手順

被害の程度 Ⅰ．重大災害 Ⅱ．重症 Ⅲ．軽症 Ⅳ．すり傷

被害の頻度

１、× ３、× ７、△ １３、○

２、× ５、× ９、△ １６、○

４、× ６、△ １１、○ １８、◎

８、△ １０、○ １４、○ １９、◎

１２、○ １５、○ １７、○ ２０、◎

（不休業災害に至らな
い災害）
→通院もしないレベル

Ｄ：耐用期間中に起きそうもな
いが可能性はある

（死亡、又は身体障害
等級第３級以上）

（休業、又は身体障害
等級第４級～14級）
→入院レベル

（不休業災害）
→通院レベル

Ｅ：起きることは無いと推測され
る

×：基本的に設計の見直しが必要

△：顕在及び潜在的な危険性を軽減す
るように見直す

○：重大な問題が生じることはない
が、実施することが容易な設計上の変
更は行う

◎：オペレータの快適性を促進するた
めの設計変更を除き、現状のままでよ
い

Ａ：しばしば起こる

B：耐用期間中に数回起こる

Ｃ：耐用期間中に時には起こる

図９ リスクの見積と評価の基準 

保護方策 備考

危険源の種類
危険区域
／動作

危険状態 危険事象／危害 段階 対象
被害の
程度

被害の
頻度

リスク
レベル

リスク
評価

①本質的安全設計　②安全防護　③付加保護
方策　④使用上の情報　⑤制限の見直し

被害の
程度

被害の
頻度

リスク
レベル

リスク
評価

参考規格、留意点（他の危険源が
発生するか、保険の必要性）など

1-1-1
押しつぶしの危
険源

ロボットアーム
全体／ロボット
の上下移動時

可動範囲内に使用者または第三
者が存在した場合にロボットアー
ムが接触する。

低出力モータ、電流制限、タイミング
ベルトによるスリップにより過度の負
荷は発生しないが、使用者に強い外
力を与えていけない身体箇所がある
場合には、病状の悪化が懸念され
る。

通常運転
（実証試験
により確認
する）

使用者
第三者
物

Ⅲ A 7 △

②使用者の接触に特に関係するアームの第１
関節（写真1-1-1）に機械式リミットを設ける。
③実証試験時には、要員が非常停止ボタンを
押し、停止させる。
④発生力を測定し、使用上の情報として提供す
る。
⑤外力を与えてはいけない身体箇所がある使
用者への使用を制限する。

Ⅳ B 16 ○

実証試験の結果により、通常運転
では使用者に制限を設ける。

1-1-2
押しつぶしの危
険源

関節1（写真1-
1-2）／ロボット
の水平面移動
時

危険箇所に使用者または第三者
または要員が指を入れた場合

低出力モータ、電流制限、タイミング
ベルトによるスリップにより重症は負
わないが、捕捉されなおかつ車いす
が動いた場合には骨折する可能性
もある。

通常運転
ﾄﾗﾌﾞﾙ処理

使用者
第三者
要員

Ⅲ C 11 ○

①指を挟み込まないように、隙間を25mm以上
確保する。
②もしくは、指を挟み込まないように蛇腹の
ガードを設ける

Ⅳ Ｅ 20 ◎

EN12182:1999（障害者用テクノエイ
ド一般的要求事項と試験方法）

1-2
せん断の危険
源

ロボットアーム
（写真1-2）／ロ
ボットの上下移
動時

危険箇所に体幹、腕、指がある場
合の挟み込み

体幹や腕の場合は、挟み込みにより
痛みを伴なう。指の場合は軽症を負
う。使用者等がアームへ倒れ込んだ
場合が重なると指切断の恐れもあ
る

運搬
通常運転

使用者
要員

Ⅱ B 5 ×

①指の挟みこみが被害が大きいため、隙間を
25mm以上確保する。
④体幹および腕の挟みこみに関しては、モータ
出力が小さく痛みを伴なう程度であるため、使
用上の情報として提供する

Ⅳ B 16 ○

EN12182:1999（障害者用テクノエイ
ド一般的要求事項と試験方法）

残留リスク見積／評価
No.

1.機械的危険源

危険源同定 リスク見積／評価

・
・
・

図１０ リスクアセスメントおよびリスク低減表の一部 


